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大阪市立大学は、「笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点」をスローガンに掲げ、健康科学領

域を中心に研究や産学官連携、地域貢献活動の強化に取り組むとともに、大阪の健康寿命延伸に

向けて全学をあげてさまざまな取り組みを進めてきたところです。この取り組みをさらに推進す

るため、2018 年 11 月 19 日（月）に、「あふれる笑顔 幸せのまち大東づくり」を推進している大

東市と健康のまちづくりに関する包括連携協定を締結しました。 
包括連携協定の締結により、今までに 110 団体（約 2,000 人）を超える市民グループが参加す

る「大東元気でまっせ体操」など大東市が培ってきた健康・福祉領域のコミュニティーや関連す

る様々な取り組みと本学が持つ医学・健康科学領域を中心とした総合科学的な知見・技術を融合・

協働することによって、「あふれる笑顔」をキーワードにフィジカルヘルス、メンタルヘルス、ソ

ーシャルヘルス、データマネジメントおよび社会教育などの分野で相互に協力し、健康寿命の延

伸に向けた取り組みを一層推進してまいります。 
 
■本協定に基づく連携内容は以下のとおりです。 
 １．健康寿命延伸をめざす研究及び実証に関する事項 
 ２．データ収集及び集約並びにデータマネージメントに関する事項 
 ３．健康や生活に関連した社会学習及び教育に関する事項 
 ４．その他目的達成のため必要と認める事項 
 
■調印式出席者 
  大阪市立大学長  荒川 哲男（あらかわ てつお） 

大 東 市 長  東坂 浩一（ひがしさか こういち） 
             

   

調印式の様子                調印式後の記念撮影 
［平成 30 年 11 月 20 日（月）大東市役所にて］ 
左から、荒川学長、東坂市長 

大阪市立大学は、大東市との健康のまちづくりに関する 

包括連携協定を締結しました 

 

プレスリリース 



【関係者コメント】 
大阪市立大学長 荒川 哲男 

私が学長に就任した 2 年半前から、「笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点」をスローガンに

掲げ、大阪の健康寿命の延伸に向けて産・学・官連携の推進に取り組んでいます。このたび、「あ

ふれる笑顔 幸せのまち大東づくり」を推進されている大東市長の考え方と一致するところが多

く、このような連携協定を締結する日を迎えられて非常に喜ばしく思います。 
万博の開催地がもうすぐ決定しますが、大阪で行われる場合、2050 年をターゲットイヤーとし

た「健康」をテーマに開催されることとなります。2025 年の大阪万博に向けた成功例として大東

市との取組みを報告できるような結果を残せるようにしていきたいです。 
 
大東市長 東坂 浩一 
 大東市は、介護予防についての先進市であると自負しています。しかし、そういったことのデ

ータ的な裏付けや、そこからの伸びしろへの学術的・学問的な不足感を実のところ感じていまし

た。大阪市立大学において、大東市民を対象として中長期的にデータを収集し、研究いただいた

り、研究の出先機関を大東市役所内に設置させていただいて、常に大学と太いパイプで繋がって

いるということが、市民にとって一番の安心になると思います。 
 大東市に住むことが、未来・将来の健康への安心感を得られるような環境の第一歩に本日の締

結がなれば、私を含め、市民全員が大歓迎です。 
 
 
 
【本件に関するお問合せ先】 
 法人運営本部総務課 
 担当：小山・野本 
 TEL：06-6605-2012 FAX：06-6692-1295 
 E-mail：soumuka@ado.osaka-cu.ac.jp 

 
 



大東市と大阪市立大学との健康のまちづくりに関する包括連携協定書 

 

（前文） 

 近年、超高齢化社会にある我が国において、医療・介護福祉費の増大、人材不足は 

大きな課題となっており、健康寿命の延伸に向けた健康・医療の考え方も疾病の予防 

から気付きへ、そして、日常生活のあり方へと変化している。このような中、人々が 

身体及び精神的な不安から開放され、社会全体が安心と安定を享受し、年齢にとらわ 

れない生き活きした生活を送るためには、支え合うコミュニティーの果たす役割に 

加えて、健康・医療・医学的な知見と技術を背景に科学的なデータに基づく根拠を検 

証し実証することが極めて重要となる。現在、厚生労働省で進めているデータヘルス 

計画は、まさに、データに基づく根拠を基盤とした健康・医療研究の推進であるが、 

個々人の日常の生活情報まで含めた包括的なモデルを実施できている自治体は皆無 

である。したがって、今までに大東市が培ってきた健康・福祉領域のコミュニティー 

や関連する様々な取り組みと大阪市立大学が持つ医学・健康科学領域を中心とした 

総合科学的な知見・技術を融合・協働することによって、健康寿命の延伸をめざすた 

めに次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、大東市と大阪市立大学が包括的な連携のもと、健康寿命の延伸 

をめざし、フィジカルヘルス、メンタルヘルス、ソーシャルヘルス、データマネージ 

メント及びソーシャルラーニング等の分野で相互に協力し、相互の発展と人材育成 

に寄与することを目的とする。 

 

（協力事項） 

第 2条 大東市と大阪市立大学は、次の事項について連携し、協力する。 

1. 健康寿命延伸をめざす研究及び実証に関する事項 

2. データ収集及び集約並びにデータマネージメントに関する事項 

3. 健康や生活に関連した社会学習及び教育に関する事項 

4. その他目的達成のため必要と認める事項 

 

（期間） 

第2条 この協定書の有効期間は、協定締結日から 1 年間とする。ただし、この協 

定書の有効期間満了の 2 カ月前までに、大東市または大阪市立大学のいずれからも 

改廃の申し入れがない場合には、さらに 1年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

 



（その他） 

第3条 この協定に定めるもののほか、連携協力の具体的な事項及びその他必要な 

事項については、大東市と大阪市立大学が協議して別に定めるものとする。 

 

本協定の締結の証として本書を２通作成し、署名押印の上、各々１通を保有するも 

のとする。 

 

 

平成 30年 11月 19日 

 

 

 

 

 

 

科学的根拠に基づいた健康寿命延伸 

 

大東市谷川一丁目１番１号 

大阪府 大東市 

代表者 大東市長 

 

 

 

 

 

大阪市住吉区杉本三丁目３番１３８号 

大阪市立大学 

代表者 学長 
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